
岡山県立井原高等学校

入札 (予定)年月 日

令不日6年 11月 18日

10時00分

二刃l(ヤ厄 ,

契約締結 日よ り
90日

工事年の場所

井原市井原町 1802
岡山県立井原高等学校地内

工事概要

防水改修

所属名

I各 ly尿・ 河 川 名

指 名 業 者 指 名 理 由 写

王 子 等 の 名 称

県立井原高校普通教室棟屋上防水改修工事

防 末 T喜種 別

様式第 2号 (第 6条関係)その 1

8,890,000

444,500 
円

予 定 価 格 (税 抜 )

(参 考)上記予定価格に合
まれる法定福利費相当額

8,080,000  
円最低制 限価格 (税 抜 )

最低制限価格制度用

入 札 公 表 閲 覧 文 書

(注 1)上記金額に100分 の10に相当する額を加算した金額が地方自治法 (昭和22年法律第67号)上
の申込みに係る価格である。

(注 2)左記の予定価格及び最低制限価格は,消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。
(注 3)左記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。

当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占め

る法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働
者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

(注 4)契約締結後は,落札業者を契約の相手方と,落札金額にその100分の10に相当する額を加算
した金額を契約金額とそれぞれ読み替える.も のとする。

変 更 契 約 を 締 結 し た 理 由 等

偏 考

無効

無効

無 効

無効

落 札

辞 退

無効

辞 退

無 効

無効

無効

無効

第 2回第 1回

6,590,000

7,650,000

7,400,000

8,400,000

5,780,000

10,036,000

8,216,000

6,938,000

6,516,000

6,467,000

10,500,000

7,040,000

7,740,000

王 子 等 指 名 業 者 /入 不し業 者

代 表 者 氏 名

室田治彦

松尾 明

原田二郎

小堀秀男

伊藤圭一

見村 聡

河野通利

高杉昌弘

直島将志

竹本典生

安原栄次

才木秀規

渡退普介

森  徹

中村浩巳

両 号 又 は 名 称

室田建設 (株 )

(有)松尾

(株 )共生

小堀建設 (株 )

伊藤建設 (株 )

(株 )エ クシー ドエンタープライズ

(株 )かがや建設

(株 )玉島塗装

玉島防水 (株 )

大東建設 (株 )

(有)塗装工房

松岡塗装 (株 )

(株)カ ザケン

光耀 (株 )

中村建設 (株 )

所在地

笠岡市吉田435-2
笠岡市大井南 59-8
小田郡矢掛町矢掛 2539
笠岡市二番町 5

笠岡市一番町 5-6
倉敷市玉島阿賀崎2487-1

倉敷市玉島人島24-10
倉敷市玉島中央町1-22-39

倉敷市新倉敷駅前5-122-4

高梁市成羽町下原 316-6

倉敷市船穂町船穂 935-7

倉敷市玉島乙島6695-1
倉敷市真備町箭田862-12

倉敷市連島町鶴新田2338-1

高梁市横町 1541-5

変 更 契 約 後 の 金 額

(消費税及び地方消費税相当額込)



(月
llれ氏)

1 対象工事名

2 入本し日

3 工種

4 対象工事の条件

指 名 理 由

県立井原高校普通教室棟屋上防水改修工事

令和 6年 11月 18日

防水工事

なし

上記工事の指名競争入札に参加する者の選定については、岡山県教育委員会建設工事請負

契約指名業者等選定要領に定める指名基準に基づき行っているところであるが、そのうち対

象業者の選定に影響を与えたものについて下記に掲げるものとする。

指名基準 評価項目
対象

業者数

備中県民局管内有資格業者

(各支局管内分を合む)

防水工事 57者

1 不誠実な行為の有無 指名停止期間中でないこと 57者

2 当該工事の施工についての

技術的適正

当該工事の施工に必要な施工管理、品質管

理等の技術的水準と同程度の技術水準の工

事実績がある

57者

3 経営事項審査の受審
防水工事の経営事項審査を受審 し、有効期

間内であること
54者

4 当該工事に対する地理的条

件

その地域に精通 し、当該工事を確実かつ円

滑に実施できる体制が確保できること

※記載の所在地が工事現場に近い者

15者

岡山県教育委員会建設工事請負契約指名業者等選定要領において、当該案件に係る入札者数

の定めは「 15名」であり、上記 15者の指名とする。


